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韓国の著作権法における引用規定の大法院判決の流れからみたフェアユース規定の適用範囲

韓
国
の
著
作
権
法
に
お
け
る
引
用
規
定
の
大
法
院
判
決
の
流
れ
か
ら
み
た

フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
適
用
範
囲

申　
　
　
　
　

賢　
　

哲

第
一
章　

は
じ
め
に

　

韓
国
の
著
作
権
法
は
、
著
作
権
の
保
護
と
著
作
物
の
公
正
な
利
用
と
の
均
衡
を
図
る
こ
と
で
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
る
（
一
条
）。
著
作
権
の
保
護
を
強
化
す
る
だ
け
で
は
、
文
化
の
発
展
に
つ
な
が
ら
ず
、
公
正
な
利
用
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と

る
こ
と
で
初
め
て
、
法
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

近
年
、
韓
国
の
著
作
権
法
は
、
著
作
物
の
公
正
な
利
用
に
つ
い
て
、
既
存
の
個
別
の
権
利
制
限
規
定
に
加
え
て
、
包
括
的
に
著
作
権

を
制
限
す
る
一
般
条
項
と
し
て
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
（
三
五
条
の
三
）
を
導
入
し
た
。
日
本
も
、
か
つ
て
は
、
日
本
版
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス

規
定
の
導
入
を
検
討
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
柔
軟
な
個
別
の
権
利
制
限
規
定
を
追
加
す
る
こ
と
で
対
応
し
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
後

も
一
般
条
項
の
導
入
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
根
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
は
、
著
作
物
の
新
し
い
利
用
形
態
に
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
で
、
公
正
な
著
作
物
の
利
用
促
進
を
図
る
こ
と
が

で
き
る
反
面
、
一
般
条
項
の
性
質
上
、
そ
の
範
囲
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
、
既
存
の
個
別
の
権
利
制
限
規
定
と
の
適
用
関
係
が
曖
昧
に

（
1
）
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な
り
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
存
在
意
義
が
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
特
に
、
個
別
の
権
利
制
限
規
定
の
中
で
も
、
引
用
規
定
と
の

関
係
で
問
題
視
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
韓
国
の
判
例
に
は
、
引
用
規
定
に
関
す
る
大
法
院
判
決
の
流
れ
か
ら
、

引
用
規
定
と
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
と
の
適
用
関
係
が
読
み
取
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
比
較
法
的
視
座
か
ら
、
韓
国
の

著
作
権
法
に
お
け
る
引
用
規
定
と
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
と
の
適
用
関
係
に
関
す
る
議
論
の
状
況
を
紹
介
し
、
日
本
と
の
比
較
法
研
究
を

行
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
今
後
の
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
の
導
入
や
権
利
制
限
規
定
の
解
釈
に
関
す
る
日
本
の
議
論
の
方
向
性
を
検
討
す
る
際
に

参
考
と
な
る
点
が
期
待
で
き
る
。

　

以
下
で
は
、
ま
ず
、
本
稿
の
分
析
の
端
緒
及
び
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
概
要
を
述
べ
る
（
第
二
章
）。
次
に
、
引
用
規
定
に
関
す
る

韓
国
の
大
法
院
判
決
の
流
れ
か
ら
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
適
用
範
囲
を
導
き
出
す
（
第
三
章
）。
そ
こ
で
は
、
時
系
列
順
に
大
法
院
判

決
を
紹
介
し
な
が
ら
、
日
本
の
引
用
規
定
に
関
す
る
裁
判
例
の
流
れ
と
の
比
較
検
討
を
行
う
。
最
後
に
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
運
用

の
現
状
を
整
理
し
、
本
稿
を
結
ぶ
（
第
四
章
）。
な
お
、
韓
国
で
は
、
ま
だ
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
が
適
用
さ
れ
た
裁
判
例
は
な
い
。

第
二
章　

分
析
の
端
緒
及
び
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
概
要

第
一
節　

分
析
の
端
緒

　

韓
国
の
著
作
権
法
に
お
け
る
権
利
制
限
規
定
は
、
同
法
二
三
条
乃
至
三
五
条
の
三
、
そ
し
て
、
同
法
一
〇
一
条
の
三
乃
至
一
〇
一
条

の
五
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
韓
国
の
著
作
権
法
に
お
け
る
権
利
制
限
規
定
は
、
裁
判
手
続
等
で
の
複
製
（
二
三
条
）
を
は
じ
め
、
概
ね

日
本
の
権
利
制
限
規
定
と
類
似
の
規
定
を
設
け
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
全
体
の
構
造
を
比
較
す
る
こ
と
は
紙
幅
の
都
合
上
控
え
た
い
。

　

そ
れ
ら
の
規
定
の
中
で
、
主
に
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
韓
国
の
著
作
権
法
に
お
け
る
引
用
規
定
と
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
で
あ
る
。

以
下
で
は
各
規
定
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
る
。
ま
ず
、
引
用
規
定
の
沿
革
は
、
一
九
五
七
年
施
行
の
韓
国
の
旧
著
作
権
法
（
法
律
第
四

（
2
）
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三
二
号
）
六
四
条
二
号
に
、「
非
侵
害
行
為
」
と
し
て
、「
自
己
の
著
作
物
の
中
に
正
当
な
範
囲
内
で
節
録
引
用
す
る
こ
と
」
が
規
定
さ

れ
た
こ
と
が
端
緒
で
あ
り
、
そ
の
後
の
改
正
施
行
さ
れ
た
一
九
八
七
年
の
韓
国
の
著
作
権
法
二
五
条
（
現
二
八
条
）
で
は
、「
公
表
さ

れ
た
著
作
物
の
引
用
」
と
し
て
、「
公
表
さ
れ
た
著
作
物
は
、
報
道
・
批
評
・
教
育
・
研
究
等
の
た
め
に
は
正
当
な
範
囲
で
公
正
な
慣

行
に
合
致
さ
れ
る
よ
う
に
こ
れ
を
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
日
本
の
旧
著
作
権
法
三
〇
条
一
項
二

号
の
引
用
規
定
、
後
者
は
、
現
行
日
本
の
著
作
権
法
三
二
条
一
項
の
引
用
規
定
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
表
現
形
式
上
の
大
き
な
差
は

な
い
。
こ
の
よ
う
な
沿
革
的
な
理
由
か
ら
、
韓
国
の
引
用
規
定
の
解
釈
に
お
い
て
日
本
法
の
解
釈
が
援
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
日
本

と
韓
国
の
旧
著
作
権
法
は
、
引
用
の
適
用
の
可
否
に
つ
い
て
主
従
関
係
を
要
求
す
る
な
ど
一
定
の
厳
格
な
判
断
を
行
っ
て
い
た
が
、
近

年
の
流
れ
は
、
諸
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
す
る
な
ど
緩
や
か
に
判
断
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
対
し
て
、
日
本
の
学
説
は
批
判

的
で
あ
り
、
韓
国
は
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
の
導
入
の
後
、
制
限
的
な
解
釈
へ
の
変
化
が
み
ら
れ
る
。
詳
し
く
は
、
第
三
章
で
述
べ
る
。

　

次
に
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
に
つ
い
て
で
あ
る
。
権
利
制
限
規
定
を
設
け
る
方
式
は
、
大
き
く
分
け
て
、
英
米
法
系
の
国
（
米
国
な

ど
）
の
よ
う
に
、
包
括
的
な
権
利
制
限
一
般
条
項
を
設
け
る
方
法
や
、
大
陸
法
系
の
国
（
ド
イ
ツ
や
日
本
な
ど
）
の
よ
う
に
、
個
別
の

権
利
制
限
規
定
を
限
定
列
挙
す
る
方
法
が
あ
る
。
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
韓
国
の
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
は
、
米
国
の
著
作
権
法
一
〇
七

条
の
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
影
響
を
受
け
て
い
る
が
、
米
国
の
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
は
、
一
三
〇
年
に
渡
る
判
例
の
蓄
積
が
条
文
化
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、
韓
国
の
著
作
権
法
は
、
そ
の
制
定
当
時
、
日
本
法
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
沿
革
的
に

は
判
例
法
の
法
源
性
を
認
め
な
い
大
陸
法
系
の
骨
格
を
受
け
継
い
で
い
る
た
め
、
韓
国
の
法
体
系
に
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
を
導
入
す
る

こ
と
に
つ
い
て
は
賛
否
両
論
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
韓
国
の
一
般
的
な
理
解
は
、
韓
国
の
著
作
権
法
が
大
陸
法
の
体
系
で

あ
る
こ
と
は
、
自
発
的
な
も
の
で
は
な
く
外
国
法
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
律
の
改
正
や
解
釈
に
沿
革
的
な
要
素
や
体
系

に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
立
法
の
趣
旨
や
目
的
、
具
体
的
妥
当
性
を
重
視
し
、
そ
の
運
用
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
実
際
に
韓
国
の
著
作

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）
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権
法
は
職
務
著
作
制
度
や
法
定
損
害
賠
償
制
度
の
よ
う
に
英
米
法
系
の
法
制
度
を
導
入
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
体
系
上
の
問
題
が
生

じ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
導
入
に
よ
り
、
韓
国
の
著
作
権
法
は
、
従
来
の
厳
格
な
権
利
制
限

の
立
場
か
ら
、
幅
広
い
範
囲
の
利
用
行
為
を
権
利
制
限
の
対
象
と
す
る
立
場
へ
変
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

一
方
、
日
本
も
、
日
本
版
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
導
入
に
関
す
る
議
論
が
あ
っ
た
も
の
の
、
法
的
安
定
性
が
害
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る

こ
と
、
権
利
制
限
規
定
は
例
外
規
定
で
あ
る
た
め
、
そ
の
内
容
を
明
確
に
特
定
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
の
理
由
で
導
入
を
行
わ

ず
、
そ
の
代
わ
り
に
、
平
成
二
一
年
改
正
で
、
情
報
解
析
の
た
め
の
複
製
等
（
四
七
条
の
七
）
等
を
、
平
成
二
四
年
改
正
で
、
柔
軟
性

の
あ
る
個
別
の
権
利
制
限
規
定
と
し
て
、
付
随
対
象
著
作
物
の
利
用
（
三
〇
条
の
二
）
や
情
報
通
信
技
術
を
利
用
し
た
情
報
提
供
の
準

備
に
必
要
な
情
報
処
理
の
た
め
の
利
用
（
四
七
条
の
九
）
等
を
追
加
し
て
い
る
。
韓
国
の
著
作
権
法
は
、
こ
れ
ら
の
個
別
の
権
利
制
限

規
定
を
設
け
て
い
な
い
。

　

今
後
、
韓
国
の
著
作
権
法
は
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
導
入
に
よ
り
、
日
本
で
は
、
著
作
権
の
侵
害
に
な
る
行
為
が
、
権
利
制
限
の

対
象
行
為
に
な
り
う
る
な
ど
日
本
の
著
作
権
法
と
は
異
な
る
制
度
運
用
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
概

要
を
述
べ
て
、
次
章
の
分
析
の
土
台
と
す
る
。

第
二
節　

フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
概
要

一　

立
法
趣
旨
及
び
経
緯

　

韓
国
の
著
作
権
法
三
五
条
の
三
は
、
以
下
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
て
い
る
。

•

三
五
条
の
三
（
著
作
物
の
公
正
な
利
用
）

一
項　

第
二
三
条
か
ら
第
三
五
条
の
二
ま
で
、
第
一
〇
一
条
の
三
か
ら
第
一
〇
一
条
の
五
ま
で
の
場
合
以
外
に
著
作
物
の
通
常
的
な
利

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）
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用
方
法
に
衝
突
せ
ず
著
作
者
の
正
当
な
利
益
を
不
当
に
害
し
な
い
場
合
に
は
著
作
物
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
項　

著
作
物
の
利
用
行
為
が
第
一
項
に
該
当
す
る
か
を
判
断
す
る
際
に
は
、
次
の
各
号
の
事
項
等
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　

一
号　

利
用
の
目
的
及
び
性
質

　
　

二
号　

著
作
物
の
種
類
及
び
用
途

　
　

三
号　

利
用
さ
れ
た
部
分
が
著
作
物
全
体
を
占
め
る
比
重
及
び
そ
の
重
要
性

　
　

四
号　

著
作
物
の
利
用
が
そ
の
著
作
物
の
現
在
市
場
や
価
値
又
は
潜
在
的
な
市
場
や
価
値
に
及
ぼ
す
影
響

　

フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
著
作
権
の
保
護
と
著
作
物
の
公
正
な
利
用
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
重
視
す
る
著
作
権
制
度

か
ら
、
そ
の
導
入
が
望
ま
し
い
と
の
見
解
や
立
法
の
動
き
が
あ
っ
た
が
、
著
作
権
の
保
護
に
欠
け
る
と
い
う
観
点
か
ら
見
送
ら
れ
て
い

た
。
そ
の
後
、
韓
米
自
由
貿
易
協
定
（
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
の
締
結
を
契
機
に
、
韓
国
の
著
作
権
法
が
、
デ
ジ
タ
ル
環
境
の
変
化
や
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
技
術
の
発
達
に
応
じ
て
一
時
的
保
存
を
複
製
行
為
と
扱
う
な
ど
、
著
作
権
の
保
護
を
強
化
す
る
法
改
正
を
行
っ
て
き
た
。
こ
の
動

き
に
対
し
て
、
公
正
な
利
用
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
著
作
権
産
業
の
成
長
動
力
の
確
保
、
著
作
物
の
利
用
形
態
の

多
様
化
を
巡
る
利
益
調
整
及
び
利
用
者
の
保
護
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
既
存
の
個
別
の
権
利
制
限
規
定
で
は
限
界
が
あ
る

と
の
指
摘
か
ら
、
一
連
の
改
正
議
論
の
内
容
を
反
映
し
た
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
法
律
第
一
一
一
一
〇

号
）。

　

韓
国
で
は
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
導
入
は
、
韓
米
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
履
行
の
た
め
に
行
っ
て
い
る
と
の
見
解
が
あ
る
が
、
韓
米
Ｆ
Ｔ
Ａ
の

内
容
か
ら
は
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
導
入
を
義
務
付
け
る
内
容
は
読
み
取
れ
な
い
。
韓
米
Ｆ
Ｔ
Ａ
第
一
八
．
四
条
一
項
に
は
、「
各

当
事
国
は
、
著
作
者
・
実
演
者
及
び
音
盤
制
作
者
が
い
か
な
る
方
式
や
形
態
で
、
永
久
的
又
は
一
時
的
に
（
電
子
的
形
態
の
一
時
的
保

（
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）
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）
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存
を
含
む
）、
そ
の
著
作
物
、
実
演
又
は
音
盤
の
あ
ら
ゆ
る
複
製
を
許
諾
す
る
か
禁
止
す
る
権
利
を
有
す
る
よ
う
に
規
定
す
る
」
と
し
、

そ
の
脚
注
11
は
、「
各
当
事
国
は
、
本
項
に
記
述
さ
れ
た
権
利
の
制
限
又
は
例
外
を
、
そ
の
著
作
物
・
実
演
又
は
音
盤
の
通
常
的
な
利

用
に
衝
突
せ
ず
、
そ
の
権
利
者
の
正
当
な
利
益
を
不
合
理
に
阻
害
し
な
い
特
別
な
場
合
に
限
定
す
る
。（
…
）」
と
あ
る
。
学
説
は
こ
れ

を
、
排
他
的
権
利
の
制
限
や
例
外
規
定
の
制
限
に
つ
い
て
、
知
的
所
有
権
の
貿
易
関
連
の
側
面
に
関
す
る
協
定
（
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
Ｓ
協
定
）

一
三
条
や
ベ
ル
ヌ
条
約
九
条
二
項
等
が
、
①
特
別
な
場
合
（certain special cases

）
に
（
第
一
ス
テ
ッ
プ
）、
②
著
作
物
の
通
常
の

利
用
に
衝
突
せ
ず
（
第
二
ス
テ
ッ
プ
）、
③
著
作
者
の
正
当
な
利
益
を
不
当
に
害
し
な
い
（
第
三
ス
テ
ッ
プ
）、
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る

「
ス
リ
ー
ス
テ
ッ
プ
テ
ス
ト
」
の
充
足
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
に
過
ぎ
ず
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
導
入
を
強
制
す
る

も
の
で
は
な
い
と
解
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
に
つ
い
て
は
、
一
連
の
著
作
権
保
護
強
化
の
調
整
措
置
と
し
て

導
入
し
た
も
の
と
理
解
す
る
の
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

二　

条
項
の
構
造

　

フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
一
項
は
右
の
「
ス
リ
ー
ス
テ
ッ
プ
テ
ス
ト
」
の
法
理
を
、
二
項
は
米
国
の
著
作
権
法
一
〇
七
条
を
範
に
し
て

立
法
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

立
法
当
初
は
、
三
五
条
の
三
第
一
項
に
は
「（
…
）
著
作
者
の
利
益
を
不
当
に
害
し
な
い
場
合
に
は
報
道
・
批
評
・
教
育
・
研
究
等

の
た
め
に
著
作
物
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
」、
ま
た
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
は
「
営
利
性
又
は
非
営
利
性
等
利
用
の
目
的
及
び

性
格
」
の
よ
う
に
傍
線
部
分
の
規
定
が
存
在
し
た
が
、
二
〇
一
六
年
改
正
（
法
律
第
一
四
〇
八
三
号
）
で
削
除
さ
れ
、
現
行
法
の
形
に

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
文
言
の
削
除
の
理
由
に
つ
い
て
、
検
討
報
告
書
は
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
公
正
利
用
判
断
の
考
慮
事
項
と
し

て
「
報
道
・
批
評
・
教
育
・
研
究
等
」
と
い
っ
た
例
示
規
定
を
置
く
の
は
、
二
八
条
の
引
用
規
定
の
要
件
と
重
複
す
る
か
ら
、
補
充
的

一
般
条
項
と
い
う
立
法
趣
旨
に
反
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
営
利
性
を
有
し
て
も
公
正
利
用
に
な
り
う
る
と
の
否
定
的
な
効
果
を
惹
起

（
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）

（
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す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
例
示
規
定
を
置
く
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
他
の
も
の
で
あ
っ
て
も
そ
れ
に
準
ず

る
も
の
に
限
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
例
示
規
定
が
削
除
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
は
、

立
法
当
時
に
比
べ
て
、
よ
り
包
括
的
に
な
っ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
だ
、
例
示
規
定
を
有
さ
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
学
説
の
中
に
は
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
が
第
一
ス
テ
ッ
プ
の
「
特
別
な
場
合

（certain special cases

）」
を
満
た
し
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
条
約
違
反
に
な
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
多
く
の
学
説
は
、「
特
別
な
場
合
」
の
意
味
を
「
明
確
に
限
定
す
る
」
と
解
さ
ず
、
い
く
つ
か
の
特
別
な
場
合
（som

e special 

cases

）
と
解
し
、
著
作
物
の
性
質
か
ら
そ
の
利
用
を
正
当
化
で
き
る
程
度
の
特
殊
性
（
例
え
ば
、
公
共
政
策
）
が
あ
れ
ば
よ
い
と
緩

や
か
に
捉
え
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
を
導
入
す
る
際
の
範
と
な
っ
た
米
国
の
著
作
権
法
一
〇
七
条
が
条
約
の
違
反
と
解

さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
条
約
違
反
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
特
に
問
題
視
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

第
二
ス
テ
ッ
プ
の
同
項
の
「
著
作
物
の
通
常
的
な
利
用
方
法
に
衝
突
せ
ず
」
の
「
通
常
的
な
利
用
方
法
」
と
は
、
相
当
な
経
済
的
又

は
実
用
的
に
重
要
性
を
有
す
る
か
右
の
重
要
性
が
取
得
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
著
作
物
の
利
用
行
為
と
い
う
規
範
的
性
質
を
有
し
、

第
三
ス
テ
ッ
プ
の
「
著
作
者
の
正
当
な
利
益
を
不
当
に
害
し
な
い
」
の
「
正
当
な
利
益
」
と
は
、
著
作
権
者
の
利
益
の
中
で
も
、
社
会

規
範
や
公
共
政
策
に
よ
り
裏
付
け
ら
れ
る
利
益
を
指
し
、
経
済
的
利
益
の
み
な
ら
ず
著
作
者
人
格
権
も
含
ま
れ
る
と
解
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
ス
テ
ッ
プ
の
具
体
的
な
判
断
に
は
、
次
の
二
項
の
四
つ
の
考
慮
要
素
が
総
合
的
に
考
慮
さ
れ
る
。

　

二
項
に
つ
い
て
は
、
米
国
の
著
作
権
法
一
〇
七
条
と
ほ
ぼ
同
様
の
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
実
際
の
運
用
で
は
、
技
術
発
展

や
環
境
変
化
に
よ
り
新
し
く
登
場
す
る
利
用
形
態
に
対
し
て
米
国
法
の
解
釈
を
参
照
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
裁
判
所
が
、

個
別
的
・
事
後
的
事
案
に
お
い
て
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
権
利
制
限
の
具
体
的
な
内
容
を
判
断
す
る
こ
と
か
ら
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規

定
の
運
用
で
は
、
権
利
の
保
護
と
公
正
な
利
用
を
調
整
す
る
役
割
と
し
て
、
裁
判
所
の
存
在
が
大
き
い
と
い
え
る
。
な
お
、
フ
ェ
ア

（
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ユ
ー
ス
規
定
の
適
用
範
囲
は
不
明
確
で
あ
り
、
行
き
過
ぎ
た
権
利
の
制
限
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
の
指
摘
か
ら
、
国
内
外

の
判
例
や
学
説
を
参
考
に
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
具
体
的
な
適
用
基
準
に
関
す
る
法
解
釈
の
指
針
と
し
て
「
著
作
物
の
公
正
利
用
に

関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
運
用
し
て
い
る
が
、
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
法
的
拘
束
力
は
な
い
。

三　

個
別
の
権
利
制
限
規
定
と
の
適
用
関
係

　

フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
一
項
は
、「
第
二
三
条
か
ら
第
三
五
条
の
二
ま
で
、
第
一
〇
一
条
の
三
か
ら
第
一
〇
一
条
の
五
ま
で
の
場
合

以
外
に
」
と
し
、
そ
の
規
程
ぶ
り
か
ら
、
個
別
の
権
利
制
限
規
定
と
重
畳
適
用
が
可
能
な
権
利
制
限
規
定
の
総
則
の
よ
う
な
も
の
で
は

な
く
、
個
別
の
権
利
制
限
規
定
の
補
充
的
規
定
と
解
す
る
の
が
素
直
な
読
み
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
学
説
で
は
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
は

著
作
権
保
護
の
強
化
に
対
す
る
調
整
措
置
と
し
て
導
入
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
合
目
的
的
に
重
畳
適
用
を
行
う
こ
と
で
、
同
規
定
を

能
動
的
に
活
用
す
る
の
が
望
ま
し
い
と
の
見
解
が
あ
る
。
思
う
に
、
権
利
制
限
規
定
は
、
著
作
権
侵
害
の
主
張
に
対
す
る
抗
弁
と
し
て

機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
補
充
的
規
定
と
解
す
る
実
益
は
な
く
、
ま
た
、
権
利
制
限
を
主
張
す
る
側
か
ら
は
、
個
別
の
権
利

制
限
事
由
の
主
張
立
証
が
、
包
括
的
な
規
定
で
あ
る
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
に
基
づ
く
権
利
制
限
の
主
張
立
証
よ
り
は
、
容
易
と
考
え
ら

れ
る
た
め
、
同
項
を
重
畳
適
用
と
解
し
て
も
不
都
合
が
生
じ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
韓
国
の
不
正
競
争
防
止
法
の
運
用
か

ら
も
読
み
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
韓
国
の
不
正
競
争
防
止
法
も
、
他
の
不
正
競
争
防
止
法
の
個
別
規
定
に
加
え
て
、
一
般
条
項
と
し
て
、

「
そ
の
他
に
」
と
い
う
文
言
を
用
い
て
、
他
人
の
成
果
冒
用
行
為
も
不
正
競
争
行
為
と
規
定
し
て
い
る
が
、
裁
判
例
の
分
析
に
よ
る
と
、

大
法
院
は
、
他
の
不
正
競
争
防
止
法
の
個
別
規
定
と
重
畳
適
用
を
行
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
重
畳
適
用
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と

し
て
も
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
と
個
別
の
権
利
制
限
規
定
の
適
用
範
囲
が
重
な
る
部
分
が
あ
る
な
ら
ば
、
不
要
な
法
律
要
件
の
解
釈
や

議
論
を
避
け
、
ま
た
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
積
極
的
な
活
用
を
促
す
た
め
に
、
そ
の
適
用
範
囲
を
調
整
す
る
作
業
は
必
要
で
あ
る
と

思
う
。
と
り
わ
け
、
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
一
般
的
な
権
利
制
限
規
定
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
韓
国
の
著
作
権
法
二
八
条
の
引
用

（
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規
定
と
の
適
用
関
係
は
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
解
釈
の
方
向
性
を
考
え
る
う
え
で
重
要
と
な
る
。
米
国
の
著
作
権
法
は
個
別
の
権
利

制
限
規
定
と
し
て
、
韓
国
の
著
作
権
法
二
八
条
の
引
用
規
定
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
て
い
な
い
た
め
、
同
条
と
の
適
用
関
係
は
、
大
法

院
が
形
成
し
て
き
た
引
用
の
判
例
法
理
を
検
討
し
て
韓
国
独
自
の
解
釈
を
導
き
出
す
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

次
章
で
は
、
引
用
規
定
に
関
す
る
大
法
院
判
決
の
流
れ
か
ら
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
適
用
範
囲
を
導
き
出
す
。

第
三
章　

引
用
規
定
に
関
す
る
大
法
院
判
決
の
流
れ
か
ら
み
た
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
適
用
範
囲

第
一
節　

序
論

　

本
論
に
入
る
前
に
、
引
用
の
方
法
に
つ
い
て
み
る
と
、
大
き
く
、
挿
入
型
（insert

）
引
用
、
及
び
、
専
有
型
（appropriation

）

引
用
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
、
自
己
の
著
作
物
に
他
人
の
著
作
物
を
従
的
関
係
で
取
り
込
む
場
合
で
あ
り
、
後
者
は
、
自

己
の
著
作
物
が
存
在
し
な
い
か
そ
の
存
在
が
些
細
な
場
合
で
他
人
の
著
作
物
を
ほ
ぼ
全
部
引
用
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
区
別
が

引
用
規
定
と
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
と
の
適
用
関
係
を
決
め
る
一
つ
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
引
用
に
関
す
る
大
法
院
判
決

を
、
旧
著
作
権
法
の
下
で
の
判
断
（
第
二
節
）
か
ら
現
行
法
の
下
で
の
判
断
（
第
三
節
）
と
い
う
順
番
で
紹
介
し
な
が
ら
、
日
本
の
裁

判
例
と
の
比
較
検
討
を
行
う
（
第
四
節
）。

　

ま
ず
、
韓
国
に
お
い
て
、
最
初
に
引
用
の
解
釈
に
つ
い
て
判
断
を
示
し
た
の
が
、
次
に
述
べ
る
一
九
九
〇
年
の
『
週
刊
誌
ヌ
ー
ド
写

真
転
載
事
件
』
大
法
院
判
決
で
あ
る
。

第
二
節　

旧
著
作
権
法
の
下
で
の
大
法
院
判
決

一　
『
週
刊
誌
ヌ
ー
ド
写
真
転
載
事
件
』
の
概
要

　

本
件
は
、
ヌ
ー
ド
写
真
（
本
件
著
作
物
）
の
著
作
権
者
で
あ
る
原
告
が
、
原
告
の
同
意
な
く
、
日
本
の
時
事
週
刊
誌
に
掲
載
さ
れ
て

（
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い
る
本
件
著
作
物
の
一
部
を
、
月
刊
誌
へ
転
載
し
た
被
告
に
対
し
て
、
著
作
権
侵
害
に
基
づ
く
損
害
賠
償
等
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。

被
告
は
、
報
道
・
批
評
の
た
め
に
本
件
著
作
物
を
転
載
し
て
い
る
の
で
、
著
作
権
法
二
五
条
（
現
二
八
条
）
に
よ
り
免
責
さ
れ
る
と
の

抗
弁
を
主
張
し
て
い
る
が
、
一
審
、
原
審
及
び
大
法
院
は
被
告
の
抗
弁
を
退
け
て
、
原
告
の
請
求
を
認
容
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
大
法

院
は
「
著
作
権
法
第
二
五
条
の
報
道
、
批
評
な
ど
の
た
め
の
引
用
の
要
件
の
一
つ
で
あ
る
『
正
当
な
範
囲
』
に
入
る
た
め
に
は
そ
の
表

現
形
式
上
、
被
引
用
著
作
物
が
補
足
、
敷
衍
、
例
証
、
参
考
資
料
な
ど
に
よ
り
利
用
さ
れ
て
、
引
用
著
作
物
に
対
し
て
付
従
的
な
性
質

を
有
す
る
関
係
（
す
な
わ
ち
、
引
用
著
作
物
が
主
で
あ
り
、
被
引
用
著
作
物
が
従
で
あ
る
関
係
）
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
し
た
う
え
、
被
告
の
引
用
態
様
は
、「
本
件
引
用
著
作
物
が
従
で
あ
り
、
被
引
用
著
作
物
が
主
の
関
係
に
あ
る
た
め
、
被
告

の
本
件
引
用
は
報
道
、
批
評
の
た
め
の
正
当
な
範
囲
に
合
致
さ
れ
な
い
」
と
判
断
し
て
い
る
。

二　

評
価

　

本
件
は
、
挿
入
型
引
用
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。
本
件
判
決
は
、
韓
国
の
旧
著
作
権
法
六
四
条
二
号
の
「
自
己
の
著
作
物
の

中
に
」、「
節
録
引
用
」
と
い
う
規
定
の
下
で
の
判
断
と
し
て
、
引
用
の
適
用
の
可
否
に
お
い
て
主
従
関
係
の
必
要
性
を
提
示
し
て
い
る
。

そ
の
主
従
関
係
は
、
本
件
判
決
前
の
一
九
八
〇
年
に
出
た
日
本
の
『
パ
ロ
デ
ィ
・
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
写
真
事
件
』
最
高
裁
判
決
の
影
響
を

受
け
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
次
に
述
べ
る
韓
国
の
現
行
法
は
、「
自
己
の
著
作
物
の
中
に
」、「
節
録
引
用
」
と
い
っ
た
表
現
を
用

い
て
い
な
い
が
、
多
く
の
学
説
は
、
現
行
法
の
解
釈
で
も
、
旧
法
と
同
様
に
、
主
従
関
係
を
要
求
す
る
と
解
し
て
い
る
。

第
三
節　

現
行
法
の
下
で
の
大
法
院
判
決

一　

序
論

　
『
週
刊
誌
ヌ
ー
ド
写
真
転
載
事
件
』
の
後
、
韓
国
の
著
作
権
法
の
引
用
規
定
は
、
一
九
八
七
年
に
、
旧
法
の
規
定
か
ら
、
現
在
の
規

定
に
改
正
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
規
定
は
、「
公
表
さ
れ
た
著
作
物
は
、
報
道
・
批
評
・
教
育
・
研
究
等
の
た
め
に
は
正
当
な
範
囲
で

（
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公
正
な
慣
行
に
合
致
さ
れ
る
よ
う
に
こ
れ
を
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
引
用
が
著
作
権
侵
害
と
な
ら

な
い
た
め
に
は
、
①
公
表
さ
れ
た
著
作
物
で
あ
る
こ
と
、
②
報
道
・
批
評
・
教
育
・
研
究
等
の
た
め
で
あ
る
こ
と
、
③
正
当
な
範
囲
で

あ
る
こ
と
、
④
公
正
な
慣
行
に
合
致
さ
れ
る
こ
と
、
⑤
引
用
で
あ
る
こ
と
、
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
、
②
の
「
報
道
・
批
評
・
教
育
・

研
究
等
」
は
例
示
列
挙
で
あ
る
か
ら
、
②
と
③
は
一
つ
の
要
件
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
引
用
の
適
用
の
可
否
に
お
い
て
、
⑤

の
要
件
は
そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
③
と
④
の
要
件
が
、
主
従
関
係
と
こ
れ
に
関
連
す
る
総
合
考
慮

の
議
論
に
関
係
が
あ
る
た
め
、
主
に
こ
れ
ら
の
要
件
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
。
以
下
で
は
、
大
法
院
判
決
を
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
導

入
前
後
に
分
け
て
紹
介
す
る
。
な
お
、
日
本
の
著
作
権
法
三
二
条
一
項
が
規
定
す
る
引
用
の
要
件
と
概
ね
同
様
で
あ
る
。

　

フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
導
入
前
に
お
い
て
韓
国
の
現
行
法
の
引
用
規
定
に
基
づ
い
て
最
初
に
判
断
を
示
し
た
の
は
、
次
に
述
べ
る
一

九
九
七
年
の
『
大
学
別
入
試
問
題
転
載
事
件
』
大
法
院
判
決
で
あ
る
。

二　

フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
導
入
前

 

（
一
）『
大
学
別
入
試
問
題
転
載
事
件
』
大
法
院
判
決

①　

事
案
の
概
要

　

本
件
は
、
大
学
入
試
用
問
題
集
を
制
作
・
販
売
す
る
出
版
社
で
あ
る
被
告
人
が
、
大
学
入
試
用
問
題
集
を
制
作
す
る
際
に
、
被
害
者

の
大
学
別
試
験
問
題
の
一
部
（
本
件
著
作
物
）
を
転
載
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
著
作
権
侵
害
罪
が
問
わ
れ
た
刑
事
事
件
で
あ
る
。

被
告
人
は
、
本
件
著
作
物
の
転
載
は
、
教
育
の
目
的
で
行
っ
た
引
用
で
あ
る
た
め
、
著
作
権
法
の
違
反
に
該
当
し
な
い
と
主
張
し
て
い

る
。
一
審
、
原
審
及
び
大
法
院
は
、
著
作
権
侵
害
罪
に
該
当
す
る
と
判
断
し
て
い
る
。

　

そ
の
判
断
に
お
い
て
、
原
審
は
、
旧
著
作
権
法
の
規
範
を
援
用
し
て
、
主
従
関
係
に
基
づ
く
判
断
を
行
っ
た
が
、
大
法
院
は
、「
著

作
権
法
第
二
五
条
（
現
二
八
条
）
は
、（
…
）
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
正
当
な
範
囲
内
で
公
正
な
慣
行
に
合
致
さ
れ
る
よ
う
に
引

（
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用
し
た
か
否
か
は
、
引
用
の
目
的
、
著
作
物
の
性
質
、
引
用
さ
れ
た
内
容
と
分
量
、
被
引
用
著
作
物
を
収
録
し
た
方
法
と
形
態
、
読
者

の
一
般
的
な
観
念
、
原
著
作
物
の
需
要
を
代
替
す
る
か
の
可
否
な
ど
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
必
ず

非
営
利
的
な
利
用
で
あ
る
場
合
に
の
み
教
育
の
た
め
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
営
利
的
な
教
育
目
的
の
た
め
の
利
用

は
非
営
利
的
な
教
育
目
的
の
た
め
の
利
用
に
比
べ
て
、
自
由
利
用
が
許
容
さ
れ
る
範
囲
が
相
当
狭
く
な
る
」
と
し
た
う
え
、「
被
告
人

は
、
大
学
入
試
問
題
集
を
制
作
す
る
際
に
、
個
々
の
問
題
の
質
問
を
作
成
す
る
た
め
に
そ
の
質
問
の
一
部
分
と
し
て
本
件
著
作
物
を
引

用
し
た
も
の
で
は
な
く
、
本
件
著
作
物
の
質
問
と
そ
の
答
案
を
そ
の
ま
ま
写
す
こ
と
で
、（
…
）
大
学
別
試
験
問
題
に
対
す
る
一
般
需

要
者
の
市
場
需
要
を
相
当
部
分
代
替
し
た
と
い
え
る
か
ら
、（
…
）
公
正
な
慣
行
に
合
致
さ
れ
る
よ
う
な
引
用
と
は
い
え
な
い
」
と
判

断
し
て
い
る
。

②　

評
価
及
び
考
察

　

本
件
判
決
は
、
挿
入
型
引
用
に
対
し
て
、
旧
著
作
権
法
で
の
主
従
関
係
と
い
う
規
範
を
立
て
ず
、
右
の
諸
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し

て
判
断
す
る
と
い
う
総
合
考
慮
説
を
打
ち
出
し
た
初
め
て
の
事
案
で
あ
る
。
本
件
判
決
は
『
週
刊
誌
ヌ
ー
ド
写
真
転
載
事
件
』
と
異
な

り
、
主
従
関
係
に
つ
い
て
は
一
切
言
及
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
本
件
で
の
主
従
関
係
の
判
断
は
、
大
法
院
が
、
本
件
著
作
物
が
引
用
著

作
物
の
「
一
部
分
」
で
は
な
い
こ
と
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
、
考
慮
要
素
の
中
で
、「
引
用
さ
れ
た
内
容
と
分

量
」
の
判
断
と
し
て
、
間
接
的
に
行
わ
れ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

本
件
判
決
が
総
合
考
慮
説
を
採
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
学
説
で
は
、
本
件
判
決
の
前
に
出
た
一
九
八
五
年
の
日
本
の
『
藤
田
嗣
治

絵
画
複
製
事
件
』
東
京
高
裁
判
決
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
解
す
る
見
解
が
あ
る
。
右
の
事
案
で
は
、
被
告
が
、
著
作
権
者
で
あ
る
原

告
の
許
可
な
く
、
被
告
出
版
物
に
原
告
の
絵
画
を
無
断
掲
載
し
た
こ
と
が
著
作
権
侵
害
に
該
当
す
る
か
が
問
題
に
な
っ
た
事
案
で
あ
る

が
、
東
京
高
裁
は
、「
右
主
従
関
係
は
、
両
著
作
物
の
関
係
を
、
引
用
の
目
的
、
両
著
作
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
、
内
容
及
び
分
量
並

（
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び
に
被
引
用
著
作
物
の
採
録
の
方
法
、
態
様
な
ど
の
諸
点
に
亘
っ
て
確
定
し
た
事
実
関
係
に
基
づ
き
、
か
つ
、
当
該
著
作
物
が
想
定
す

る
読
者
の
一
般
的
観
念
に
照
ら
し
、
引
用
著
作
物
が
全
体
の
中
で
主
体
性
を
保
持
し
、
被
引
用
著
作
物
が
引
用
著
作
物
の
内
容
を
補
足

説
明
し
、
あ
る
い
は
そ
の
例
証
、
参
考
資
料
を
提
供
す
る
な
ど
引
用
著
作
物
に
対
し
付
従
的
な
性
質
を
有
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
認

め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
決
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
そ
の
判
断
の
具
体
的
基
準
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
絵
画
の

鑑
賞
性
や
独
立
性
が
あ
る
と
し
て
被
告
の
適
用
引
用
の
抗
弁
を
退
け
て
い
る
。
右
の
事
案
に
対
し
て
、
日
本
の
学
説
で
は
、
フ
ェ
ア

ユ
ー
ス
規
定
を
有
し
な
い
現
行
法
で
は
、
引
用
の
適
用
の
可
否
に
つ
い
て
、
著
作
物
の
性
質
・
利
用
態
様
・
利
用
目
的
・
利
用
分
量
等

の
諸
要
素
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
判
断
を
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
の
見
解
が
あ
り
、
ま
た
、
米
国
の
著
作
権
法
一
〇
七
条
の
公
正
利

用
の
た
め
の
四
要
素
に
比
べ
て
経
済
的
側
面
へ
の
考
慮
が
少
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。
本
件
判
決
が
原
著
作
物
の
需
要
を
代
替
す
る
か

の
可
否
と
い
う
考
慮
要
素
を
提
示
し
た
う
え
、
総
合
的
に
考
慮
す
る
こ
と
を
明
確
に
述
べ
た
こ
と
は
、
右
の
日
本
の
議
論
を
酌
ん
だ
判

断
で
あ
り
、
米
国
の
著
作
権
法
の
議
論
が
韓
国
の
実
情
に
適
合
し
て
い
る
か
ら
、
積
極
的
に
判
断
し
た
結
果
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

そ
の
後
の
挿
入
型
引
用
に
関
す
る
事
案
と
し
て
、
次
に
述
べ
る
一
九
九
八
年
の
『
小
説
転
載
事
件
』
大
法
院
判
決
が
あ
る
。
本
件
判

決
が
前
の
『
大
学
別
入
試
問
題
転
載
事
件
』
大
法
院
判
決
と
異
な
る
の
は
、
引
用
の
適
用
の
可
否
に
お
い
て
、
旧
法
の
『
週
刊
誌
ヌ
ー

ド
写
真
転
載
事
件
』
の
よ
う
に
、
主
従
関
係
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
。

 

（
二
）『
小
説
転
載
事
件
』
大
法
院
判
決

①　

事
案
の
概
要

　

本
件
は
、
世
界
的
有
名
な
韓
国
の
物
理
学
者
の
生
涯
を
書
い
た
書
籍
Ａ
の
著
作
権
者
で
あ
る
申
請
人
が
、
書
籍
Ａ
の
内
容
を
相
当
部

分
参
考
に
し
て
、
小
説
Ｂ
（
本
件
著
作
物
）
を
出
版
し
て
い
る
被
申
請
人
に
対
し
て
、
本
件
著
作
物
の
制
作
、
販
売
差
止
の
仮
処
分
を

（
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求
め
た
事
案
で
あ
る
。
被
申
請
人
は
、
著
作
権
法
二
五
条
（
現
二
八
条
）
に
基
づ
く
引
用
の
抗
弁
を
主
張
し
て
い
る
が
、
一
審
、
原
審

及
び
大
法
院
は
、
被
申
請
人
の
行
為
は
引
用
に
該
当
す
る
と
述
べ
て
、
申
請
人
の
請
求
を
認
め
て
い
な
い
。

　

大
法
院
は
、「
引
用
の
目
的
が
報
道
・
批
評
・
教
育
・
研
究
に
限
定
さ
れ
る
と
は
い
え
な
い
が
、
引
用
の
『
正
当
な
範
囲
』
は
、
被

引
用
著
作
物
が
補
足
、
敷
衍
、
例
証
、
参
考
資
料
な
ど
に
よ
り
利
用
さ
れ
て
、
引
用
著
作
物
に
対
し
て
付
従
的
な
性
質
を
有
す
る
関
係

（
す
な
わ
ち
、
引
用
著
作
物
が
主
で
あ
り
、
被
引
用
著
作
物
が
従
で
あ
る
関
係
）
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ひ
い
て
は
、

正
当
な
範
囲
内
で
公
正
な
慣
行
に
合
致
さ
れ
る
よ
う
に
引
用
し
た
か
ど
う
か
は
、
引
用
の
目
的
、
著
作
物
の
性
質
、
引
用
さ
れ
た
内
容

と
分
量
、
被
引
用
著
作
物
を
収
録
し
た
方
法
と
形
態
、
読
者
の
一
般
的
な
観
念
、
原
著
作
物
の
需
要
を
代
替
す
る
か
の
可
否
な
ど
を
総

合
的
に
考
慮
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
（
九
〇
ダ
カ
八
八
四
五
判
決
、
九
七
ド
二
二
二
七
判
決
）」
と
し
、
被
引
用
著
作
物
の
出
所
明

示
や
分
量
、
市
場
需
要
の
代
替
性
な
ど
を
考
慮
し
た
結
果
、
本
件
著
作
物
は
著
作
権
法
二
五
条
（
現
二
八
条
）
の
引
用
に
該
当
す
る
と

判
断
し
て
い
る
。

②　

評
価

　

裁
判
例
の
流
れ
か
ら
す
る
と
、
本
件
判
決
の
規
範
は
、
主
従
関
係
を
提
示
し
た
『
週
刊
誌
ヌ
ー
ド
写
真
転
載
事
件
』
大
法
院
判
決
と

総
合
考
慮
説
を
提
示
し
た
『
大
学
別
入
試
問
題
転
載
事
件
』
大
法
院
判
決
の
規
範
を
合
わ
せ
た
形
を
取
っ
て
お
り
、
後
で
述
べ
る
フ
ェ

ア
ユ
ー
ス
規
定
の
導
入
後
の
『
論
文
転
用
事
件
』
大
法
院
判
決
で
も
援
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
判
決
は
、
引
用
規
定
に
対

す
る
韓
国
の
大
法
院
の
現
行
の
考
え
方
の
礎
に
な
る
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
専
有
型
引
用
に
対
し
て
、
初
め
て
総
合
考
慮
に
基
づ
く
権
利
制
限
の
判
断
を
行
っ
た
の
が
、
次
に
述
べ

る
二
〇
〇
五
年
の
『
サ
ム
ネ
イ
ル
イ
メ
ー
ジ
事
件
』
大
法
院
判
決
で
あ
る
。

（
55
）
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（
三
）『
サ
ム
ネ
イ
ル
イ
メ
ー
ジ
事
件
』
大
法
院
判
決

①　

事
案
の
概
要

　

本
件
は
、
イ
メ
ー
ジ
収
集
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
利
用
し
て
無
作
為
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
写
真
な
ど
を
検
索
・
収
集
し
、
そ
れ
ら
の
解

像
度
を
下
げ
て
大
き
さ
を
縮
小
し
て
（
三
㎝
×
二
．
五
㎝
）、
原
本
の
イ
メ
ー
ジ
を
削
除
し
た
う
え
サ
ム
ネ
イ
ル
イ
メ
ー
ジ
の
み
を
保

存
す
る
方
式
で
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
し
利
用
者
に
提
供
し
て
い
る
被
告
人
に
対
し
て
、
そ
の
中
に
被
害
者
の
写
真
作
品
（
本
件
著
作

物
）
の
サ
ム
ネ
イ
ル
イ
メ
ー
ジ
（
本
件
サ
ム
ネ
イ
ル
イ
メ
ー
ジ
）
が
含
ま
れ
て
い
る
と
し
、
著
作
権
侵
害
罪
が
問
わ
れ
た
刑
事
事
件
で

あ
る
。
被
告
人
は
、
著
作
権
法
二
五
条
（
現
二
八
条
）
の
「
正
当
な
使
用
」
の
範
囲
に
該
当
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。
一
審
は
公
訴
事

実
を
認
め
て
い
る
が
、
原
審
及
び
大
法
院
は
、
被
告
人
の
主
張
を
認
め
て
著
作
権
侵
害
罪
に
該
当
し
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。

　

大
法
院
は
、『
大
学
別
入
試
問
題
転
載
事
件
』
大
法
院
判
決
が
提
示
し
た
総
合
考
慮
説
を
そ
の
ま
ま
援
用
し
た
う
え
、
被
告
人
の
本

件
サ
ム
ネ
イ
ル
イ
メ
ー
ジ
の
提
供
に
つ
い
て
、
①
被
害
者
の
本
件
著
作
物
は
既
に
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
商
業
的
な
利
用
は
間
接

的
で
付
随
的
で
あ
る
こ
と
、
③
本
件
サ
ム
ネ
イ
ル
イ
メ
ー
ジ
は
三
㎝
×
二
．
五
㎝
で
あ
る
か
ら
鑑
賞
の
対
象
に
な
る
と
は
い
い
難
い
た

め
被
害
者
の
本
件
著
作
物
の
本
質
的
利
用
を
し
て
い
な
い
こ
と
、
④
被
害
者
の
本
件
著
作
物
に
対
す
る
需
要
を
代
替
す
る
か
著
作
権
侵

害
の
可
能
性
を
高
め
て
い
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
⑤
利
用
者
に
正
確
な
情
報
提
供
の
た
め
の
公
益
的
な
側
面
が
強
い
こ
と
な
ど
を
考

慮
し
、
正
当
な
範
囲
内
で
公
正
な
慣
行
に
合
致
さ
れ
る
よ
う
に
利
用
し
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。

②　

評
価
及
び
考
察

　

本
件
判
決
に
よ
り
、
韓
国
で
は
、
挿
入
型
引
用
の
み
な
ら
ず
専
有
型
引
用
に
対
し
て
も
、
引
用
の
判
断
が
総
合
考
慮
説
に
よ
り
検
討

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

以
上
の
二
つ
の
大
法
院
判
決
（『
大
学
別
入
試
問
題
転
載
事
件
』、『
サ
ム
ネ
イ
ル
イ
メ
ー
ジ
事
件
』）
が
二
八
条
の
引
用
の
判
断
に
お
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い
て
提
示
し
た
総
合
考
慮
の
要
素
、
す
な
わ
ち
、「
引
用
の
目
的
、
著
作
物
の
性
質
、
引
用
さ
れ
た
内
容
と
分
量
、
被
引
用
著
作
物
を

収
録
し
た
方
法
と
形
態
、
読
者
の
一
般
的
な
観
念
、
原
著
作
物
の
需
要
を
代
替
す
る
か
の
可
否
」
や
営
利
性
の
有
無
な
ど
は
、
フ
ェ
ア

ユ
ー
ス
規
定
の
第
二
項
の
考
慮
要
素
に
類
似
す
る
も
の
が
あ
る
。
学
説
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
大
法
院
が
米
国
の
著
作
権
法
一
〇

七
条
の
考
慮
要
素
を
二
八
条
の
判
断
に
援
用
し
た
も
の
と
解
し
て
い
る
。

　

本
件
判
決
の
後
、
日
本
で
も
、
専
有
型
引
用
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
と
し
て
、
二
〇
一
〇
年
の
『
絵
画
鑑
定
証
書
事
件
』
知
財
高
裁

判
決
が
あ
る
。
本
件
は
絵
画
の
鑑
定
証
書
の
裏
面
に
添
付
す
る
た
め
に
絵
画
の
縮
小
カ
ラ
ー
コ
ピ
ー
を
作
成
し
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ

た
事
案
で
あ
る
。
右
の
利
用
行
為
は
、
他
人
の
著
作
物
を
全
部
引
用
す
る
場
合
で
あ
る
か
ら
、
専
有
型
引
用
と
い
え
る
。
知
財
高
裁
は
、

「
引
用
と
し
て
の
利
用
に
当
た
る
か
否
か
の
判
断
に
お
い
て
は
、
他
人
の
著
作
物
を
利
用
す
る
側
の
利
用
の
目
的
の
ほ
か
、
そ
の
方
法

や
態
様
、
利
用
さ
れ
る
著
作
物
の
種
類
や
性
質
、
当
該
著
作
物
の
著
作
権
者
に
及
ぼ
す
影
響
の
有
無
・
程
度
な
ど
が
総
合
考
慮
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
総
合
考
慮
に
基
づ
く
判
断
基
準
を
立
て
た
上
、
被
告
の
利
用
行
為
は
三
二
条
一
項
の
引
用
に
該
当
す
る

と
判
断
し
て
い
る
。
し
か
も
、
主
従
関
係
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
専
有
型
引
用
に
対
し
て
、
総
合
考
慮
に

基
づ
く
引
用
の
判
断
を
行
う
と
の
考
え
方
は
、
上
記
『
サ
ム
ネ
イ
ル
イ
メ
ー
ジ
事
件
』
に
類
似
す
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

一
方
、
日
本
の
学
説
で
は
、『
絵
画
鑑
定
証
書
事
件
』
知
財
高
裁
判
決
が
、
総
合
考
慮
説
を
採
用
し
引
用
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
対

し
て
、「
鑑
賞
は
、
自
己
の
著
作
物
と
利
用
さ
れ
る
他
人
の
著
作
物
と
の
関
係
を
表
す
も
の
で
は
な
い
」
な
ど
主
従
関
係
を
有
し
な
い

た
め
、
引
用
に
該
当
せ
ず
、
ま
た
、
総
合
考
慮
に
よ
る
引
用
規
定
の
拡
大
解
釈
に
は
無
理
が
あ
る
と
の
見
解
が
一
般
的
で
あ
る
。
権
利

制
限
を
厳
格
に
解
す
る
日
本
法
の
考
え
か
ら
す
る
と
、
納
得
の
い
く
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
日
本
で
は
、
主
従
関
係
を

前
提
と
し
な
い
専
有
型
引
用
に
対
し
て
は
日
本
の
著
作
権
法
三
二
条
一
項
の
適
用
対
象
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
、
鑑
定
証
書
で
の
利
用
行
為
が
著
作
権
の
侵
害
に
な
る
と
す
る
と
、
絵
画
の
適
正
な
流
通
を
妨
げ
、
著
作
者
へ
の
創
作
イ
ン
セ
ン
テ

（
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）

（
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（
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ィ
ブ
が
小
さ
く
な
り
、
新
た
な
創
作
活
動
が
促
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
権
利
制
限
の
対
象
か
ら
外
さ
ず
、
何
ら
か
の
制
度
上

の
手
当
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
日
本
で
も
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
よ
う
な
一
般
規
定
が
な
い
た
め
に
、
三
二
条
の
引
用
規
定

を
広
く
適
用
し
妥
当
な
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
と
の
見
解
が
あ
る
。

　

沿
革
的
に
、
引
用
の
判
断
に
お
い
て
日
本
法
の
影
響
を
受
け
た
韓
国
法
が
、
日
本
よ
り
早
い
段
階
で
、『
サ
ム
ネ
イ
ル
イ
メ
ー
ジ
事

件
』
の
よ
う
に
、
専
有
型
引
用
に
対
し
て
総
合
衡
量
説
に
よ
る
権
利
制
限
の
可
能
性
を
検
討
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
日
本
よ
り

韓
国
の
ほ
う
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
社
会
へ
の
移
行
が
早
く
、
そ
こ
で
の
多
様
な
著
作
物
の
利
用
形
態
に
対
し
て
、
主
従
関
係
を
要
求

す
る
従
来
の
二
八
条
で
は
対
応
し
き
れ
ず
、
一
定
の
限
界
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
よ
り
、
韓
国
は
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
が
存
在
し
な
い
状
況
で
、
引
用
規
定
の
解
釈
を
拡
張
し
て
、
公
正
利
用
に
関
す
る
一
般

規
定
と
し
て
社
会
の
変
化
に
柔
軟
に
対
応
し
て
き
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
肯
定
的
に
評
価
す
る
学
説
が
支
配
的
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
導
入
に
よ
り
、
引
用
規
定
と
の
適
用
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
が
、
新
た
な
問
題
と
し
て

浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。

　
『
サ
ム
ネ
イ
ル
イ
メ
ー
ジ
事
件
』
大
法
院
判
決
の
後
、
韓
米
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
よ
る
著
作
権
保
護
の
強
化
に
対
す
る
調
整
措
置
と
し
て
、
二

〇
一
二
年
に
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
引
用
規
定
と
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
と
の
適

用
関
係
を
認
識
さ
せ
る
契
機
と
な
り
、
今
後
展
開
さ
れ
う
る
運
用
の
方
向
性
に
つ
い
て
一
定
の
適
用
関
係
の
基
準
を
示
唆
し
て
い
る
の

が
、
次
に
述
べ
る
二
〇
一
三
年
の
『
論
文
転
用
事
件
』
大
法
院
判
決
で
あ
る
。

三　

フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
導
入
後
の
大
法
院
判
決

 

（
一
）『
論
文
転
用
事
件
』
の
概
要

　

本
件
は
、
食
品
医
薬
品
安
全
庁
（
食
薬
庁
）
に
健
康
食
品
成
分
Ａ
商
品
の
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
る
た
め
に
、
被
害
者
作
成
の
健

（
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）

（
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康
食
品
成
分
Ａ
の
機
能
性
原
料
と
し
て
の
効
能
を
立
証
す
る
臨
床
研
究
論
文
（
本
件
著
作
物
）
の
全
体
を
、
被
害
者
の
同
意
を
得
ず
、

複
製
し
、
食
薬
庁
に
添
付
・
提
出
し
た
被
告
人
に
対
し
て
、
著
作
権
侵
害
罪
が
問
わ
れ
た
刑
事
事
件
で
あ
る
。
一
審
は
公
訴
事
実
を
認

め
て
い
な
い
が
、
原
審
及
び
大
法
院
は
、
著
作
権
侵
害
罪
に
該
当
す
る
と
判
断
し
て
い
る
。
被
告
人
は
、
上
告
理
由
に
お
い
て
、
著
作

権
法
は
一
般
的
な
著
作
物
の
公
正
利
用
を
認
め
て
い
る
と
主
張
し
て
お
り
、
大
法
院
は
、
右
の
上
告
理
由
に
加
え
て
、
著
作
権
法
二
八

条
に
該
当
す
る
か
否
か
も
判
断
し
、
い
ず
れ
も
認
め
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
、
大
法
院
は
、
一
般
的
な
著
作
物
の
公
正
利
用
に
つ
い
て
、「
著
作
物
の
公
正
利
用
は
、（
…
）
そ
の
要
件
が
明
確
に
規
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
こ
ろ
、
三
五
条
の
三
（
著
作
物
の
公
正
な
利
用
）
の
導
入
前
の
旧
著
作
権
法
（
…
）
は
、
こ
れ
に
関

す
る
明
示
的
規
定
を
設
け
ず
、（
…
）
こ
の
た
め
、
旧
著
作
権
法
の
下
で
、
一
般
条
項
と
し
て
公
正
利
用
の
法
理
が
認
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
前
提
と
す
る
上
告
理
由
の
主
張
は
理
由
が
な
い
」
と
し
、
ま
た
、
二
八
条
に
つ
い
て
は
、「
旧
著
作
権
法
第
二
八
条
は
、（
…
）

と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
該
当
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
引
用
の
目
的
が
報
道
・
批
評
・
教
育
・
研
究
に
限
定
さ
れ
る
と
は
い
え

な
い
が
、
引
用
の
『
正
当
な
範
囲
』
は
、
被
引
用
著
作
物
が
補
足
、
敷
衍
、
例
証
、
参
考
資
料
な
ど
に
よ
り
利
用
さ
れ
て
、
引
用
著
作

物
に
対
し
て
付
従
的
な
性
質
を
有
す
る
関
係
（
す
な
わ
ち
、
引
用
著
作
物
が
主
で
あ
り
、
被
引
用
著
作
物
が
従
で
あ
る
関
係
）
に
あ
る

と
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ひ
い
て
は
、
正
当
な
範
囲
内
で
公
正
な
慣
行
に
合
致
さ
れ
る
よ
う
に
引
用
し
た
か
ど
う
か
は
、
引
用

の
目
的
、
著
作
物
の
性
質
、
引
用
さ
れ
た
内
容
と
分
量
、
被
引
用
著
作
物
を
収
録
し
た
方
法
と
形
態
、
読
者
の
一
般
的
な
観
念
、
原
著

作
物
の
需
要
を
代
替
す
る
か
の
可
否
な
ど
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
（
九
七
ダ
三
四
八
三
九
判
決
）」
と
述
べ
た
う

え
、
①
健
康
食
品
成
分
Ａ
を
機
能
性
原
料
と
し
て
認
定
を
受
け
る
こ
と
で
関
連
商
品
の
製
造
販
売
に
よ
る
相
当
の
利
益
が
見
込
ま
れ
る

こ
と
、
②
被
告
人
の
転
用
行
為
は
、
本
件
著
作
物
作
成
の
目
的
と
同
様
で
あ
り
、
そ
れ
に
本
件
著
作
物
を
代
替
し
た
こ
と
に
過
ぎ
な
い

こ
と
、
③
本
件
著
作
物
の
一
部
で
は
な
く
全
体
が
そ
の
ま
ま
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
④
複
製
権
管
理
団
体
が
得
ら
れ
る
収
入
に
否
定
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的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
、
な
ど
諸
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
、
被
告
人
の
行
為
を
二
八
条
の
引
用
に
該
当
し
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。

 
（
二
）
評
価

　

本
件
判
決
は
、
上
記
挿
入
型
引
用
に
係
る
『
小
説
転
載
事
件
』
大
法
院
判
決
が
提
示
し
た
規
範
、
す
な
わ
ち
、
引
用
の
適
用
の
可
否

に
お
い
て
、
正
当
な
範
囲
と
し
て
主
従
関
係
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
公
正
な
慣
行
に
合
致
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
判
断
で
は
、
引
用
の

目
的
や
引
用
さ
れ
た
内
容
と
分
量
な
ど
諸
事
情
が
総
合
的
に
考
慮
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぐ
形
で
援
用
し
て
い
る
。

本
件
判
決
が
主
従
関
係
を
必
要
と
し
た
こ
と
は
、
従
来
の
大
法
院
判
決
の
流
れ
が
、
挿
入
型
引
用
の
み
な
ら
ず
専
有
型
引
用
の
判
断
に

お
い
て
も
、
主
従
関
係
を
要
求
し
な
い
総
合
考
慮
で
対
応
す
る
な
ど
引
用
規
定
の
拡
大
解
釈
に
対
し
て
歯
止
め
を
か
け
る
意
味
が
あ
る
。

よ
っ
て
、
主
従
関
係
を
前
提
と
す
る
挿
入
型
引
用
の
み
が
二
八
条
の
引
用
規
定
の
適
用
範
囲
で
あ
り
、
主
従
関
係
が
想
定
し
に
く
い
専

有
型
引
用
は
、
二
八
条
の
引
用
規
定
の
適
用
に
よ
り
権
利
制
限
を
受
け
ら
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
今
後
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定

に
よ
る
権
利
制
限
の
可
能
性
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
判
決
は
、
専
有
型
引
用
に
対
し
て
は
、
二

八
条
で
は
な
く
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
運
用
の
方
向
性
を
明
確
に
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ

と
も
、
本
件
判
決
の
規
範
は
、
挿
入
型
引
用
が
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
適
用
範
囲
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
挿

入
型
引
用
に
対
し
て
も
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
に
よ
る
権
利
制
限
の
可
能
性
が
、
引
用
規
定
と
連
続
的
に
又
は
単
独
で
検
討
さ
れ
う
る

だ
ろ
う
。

第
四
節　

検
討

　

全
体
的
に
、
引
用
の
判
断
に
関
す
る
韓
国
の
大
法
院
判
決
の
流
れ
か
ら
み
た
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
適
用
範
囲
は
、
旧
法
で
の
主
従

関
係
が
、
現
行
法
の
中
で
ど
の
よ
う
な
形
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
現
行
法
の
下
で
の
大
法
院
判
決
は
、
挿
入
型
引
用
や
専
有
型
引
用
に
対
し
て
、
一
貫
し
て
総
合
考
慮
説
を
採
用
し
て
き
た
。
フ
ェ
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ア
ユ
ー
ス
規
定
の
導
入
後
の
二
〇
一
四
年
の
大
法
院
判
決
や
そ
の
翌
年
の
下
級
審
も
同
様
で
あ
る
。
一
方
、
主
従
関
係
の
位
置
づ
け
か

ら
み
る
と
、
大
法
院
判
決
の
流
れ
は
、
大
き
く
、
主
従
関
係
を
、『
大
学
別
入
試
問
題
転
載
事
件
』
や
『
サ
ム
ネ
イ
ル
イ
メ
ー
ジ
事

件
』
の
よ
う
に
、「
全
体
」
と
「
一
部
」
と
い
う
表
現
を
用
い
な
が
ら
、
総
合
考
慮
の
一
要
素
の
「
引
用
さ
れ
た
内
容
と
分
量
」
と
し

て
間
接
的
に
検
討
す
る
場
合
と
、『
小
説
転
載
事
件
』
や
『
論
文
転
用
事
件
』
の
よ
う
に
、
主
従
関
係
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
判

断
を
引
用
の
目
的
や
引
用
さ
れ
た
内
容
と
分
量
な
ど
諸
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
行
う
場
合
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

従
来
の
学
説
は
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
導
入
に
は
、
引
用
規
定
と
の
適
用
関
係
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
方
法
と
し
て
引

用
規
定
の
適
用
範
囲
を
狭
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
主
張
し
て
い
た
。『
論
文
転
用
事
件
』
大
法
院
判
決
が
主
従
関
係
を
独
立
要
件
と

し
て
厳
格
に
要
求
し
た
の
は
、
こ
の
主
張
に
応
じ
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
学
説
上
支
持
す
る
見
解
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に

解
す
る
と
、
前
記
『
サ
ム
ネ
イ
ル
イ
メ
ー
ジ
事
件
』
は
、
専
有
型
引
用
で
あ
る
か
ら
、
現
行
法
で
は
、
引
用
規
定
に
基
づ
く
権
利
制
限

が
認
め
ら
れ
ず
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
に
基
づ
く
検
討
の
対
象
に
な
り
、
そ
こ
で
は
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
二
項
の
考
慮
要
素
の
中
、

主
従
関
係
に
関
連
の
あ
る
三
号
の
「
利
用
さ
れ
た
部
分
が
著
作
物
全
体
を
占
め
る
比
重
及
び
そ
の
重
要
性
」
よ
り
は
、
引
用
の
目
的
や

著
作
物
の
性
質
、
市
場
需
要
の
代
替
性
な
ど
他
の
要
素
の
判
断
が
重
視
さ
れ
、
権
利
制
限
の
可
能
性
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

以
上
よ
り
、
韓
国
で
は
、
著
作
物
の
利
用
態
様
が
挿
入
型
引
用
で
あ
る
か
専
有
型
引
用
で
あ
る
か
が
、
今
後
の
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定

の
適
用
範
囲
を
決
め
る
一
つ
の
基
準
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
他
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
は
、
引
用
規
定
が
「
公
表
さ
れ
た
著

作
物
」
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
公
表
の
有
無
も
一
つ
の
考
慮
要
素
に
過
ぎ
ず
、
公
表
さ
れ
て
い
な
い
著
作
物
も
権
利
制
限
の

対
象
と
し
、
ま
た
、「
引
用
」
以
外
の
著
作
物
の
一
般
的
な
利
用
行
為
、
す
な
わ
ち
、
複
製
、
公
演
、
公
衆
送
信
、
展
示
な
ど
あ
ら
ゆ

る
範
囲
の
行
為
、
そ
し
て
、
二
八
条
の
引
用
規
定
の
「
報
道
・
批
評
・
教
育
・
研
究
等
」
と
い
う
文
言
は
例
示
列
挙
と
し
て
、
そ
の
適

用
範
囲
は
、
そ
れ
ら
の
文
言
に
準
じ
る
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
範
囲
を
超
え
る
利
用
行
為
は
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
適

（
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用
範
囲
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

日
本
の
学
説
に
は
、
自
己
の
著
作
物
と
利
用
さ
れ
る
著
作
物
と
の
間
に
紹
介
、
参
照
、
論
評
等
の
関
係
が
な
け
れ
ば
、「
引
用
」
に

は
当
た
ら
な
い
と
の
見
解
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
日
本
に
お
い
て
も
、「
引
用
」
に
な
る
た
め
に
は
、
主
従
関
係
を
前
提
と
す
る

必
要
が
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
韓
国
の
大
法
院
判
決
の
考
え
に
類
似
す
る
も
の
が
あ
る
。
よ
っ
て
、『
絵
画
鑑
定
証

書
事
件
』
で
の
被
告
の
利
用
行
為
の
よ
う
な
行
為
は
、
今
後
、
韓
国
の
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
適
用
範
囲
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
、

日
本
の
著
作
権
法
上
の
情
報
解
析
の
た
め
の
複
製
等
（
四
七
条
の
七
）
や
付
随
対
象
著
作
物
の
利
用
（
三
〇
条
の
二
）
等
に
該
当
す
る

行
為
が
、
仮
に
韓
国
に
お
い
て
権
利
制
限
の
対
象
に
な
る
か
否
か
が
問
題
に
な
っ
た
場
合
、
韓
国
の
著
作
権
法
は
、
こ
れ
ら
の
個
別
の

権
利
制
限
規
定
を
有
せ
ず
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
お
そ
ら
く
他
人
の
著
作
物
を
全
部
引
用
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
か
ら
、
フ
ェ
ア

ユ
ー
ス
規
定
の
適
用
範
囲
に
な
ろ
う
。

第
四
章　

お
わ
り
に

　

目
下
、
国
家
間
で
結
ば
れ
る
Ｆ
Ｔ
Ａ
な
ど
を
通
じ
て
、
著
作
権
の
保
護
が
強
化
さ
れ
て
い
る
一
方
、
デ
ジ
タ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
技

術
が
急
速
に
進
歩
し
、
著
作
物
の
利
用
形
態
が
、
現
行
法
の
制
定
時
に
は
全
く
予
想
で
き
な
か
っ
た
ほ
ど
に
多
様
化
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
に
対
し
て
、
韓
国
は
、
立
法
に
よ
り
す
べ
て
を
事
細
か
に
規
律
す
る
の
で
は
な
く
、
裁
判
所
が
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
柔
軟
な
判

断
が
で
き
る
よ
う
な
ス
キ
ー
ム
と
し
て
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
を
導
入
し
て
い
る
。

　

フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
導
入
に
は
、
沿
革
的
に
、
米
国
の
著
作
権
法
一
〇
七
条
に
よ
る
公
正
利
用
の
法
理
を
参
考
に
し
て
、
韓
国
の

著
作
権
法
二
八
条
の
引
用
規
定
の
解
釈
を
拡
張
し
て
対
応
し
て
き
た
経
緯
が
影
響
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
比
較
法
的
視
座
か

ら
、
韓
国
の
著
作
権
法
の
引
用
規
定
や
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
立
法
経
緯
を
踏
ま
え
た
う
え
、
引
用
規
定
に
関
す
る
大
法
院
判
決
の
流

（
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れ
か
ら
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
適
用
範
囲
を
導
き
出
す
試
み
を
行
っ
た
。

　

大
法
院
判
決
の
流
れ
か
ら
は
、
韓
国
の
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
適
用
範
囲
は
、
今
後
、
主
従
関
係
が
想
定
で
き
な
い
専
有
型
引
用
で

あ
り
、
そ
の
判
断
で
は
、
引
用
の
目
的
や
著
作
物
の
性
質
、
市
場
需
要
の
代
替
性
な
ど
の
要
素
が
総
合
的
に
考
慮
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
の
実
務
が
、
専
有
型
引
用
に
対
し
て
、
総
合
考
慮
説
に
基
づ
く
引
用
を
認
め
た
こ
と
と

対
照
的
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
、
引
用
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
主
従
関
係
を
前
提
と
す
る
必
要
が
あ
る
と
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
個
別
の
権
利
制
限
規
定
は
厳
格
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
方
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
日
本
で
も
、
著
作
権
の
保

護
が
重
視
さ
れ
、
著
作
物
の
流
通
・
利
用
の
促
進
が
希
薄
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
り
、
今
後
急
速
な
著
作
物
の
利
用
形
態
の
多
様
化
が

生
じ
て
い
く
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
立
法
府
が
将
来
生
ず
べ
き
著
作
物
の
利
用
形
態
を
予
想
し
て
個
別
の
権
利
制
限
規
定
を
立
法
化
す
る

等
迅
速
な
立
法
的
対
応
を
適
切
に
行
う
こ
と
は
次
第
に
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
妥
当
な
紛
争

解
決
の
た
め
に
、
裁
判
所
が
権
利
制
限
の
可
否
を
判
断
す
る
法
的
枠
組
み
が
必
要
に
な
る
。
本
稿
が
著
作
物
の
権
利
制
限
の
在
り
方
の

議
論
の
参
考
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

韓
国
の
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
は
、
こ
れ
に
関
す
る
裁
判
例
や
学
説
上
の
議
論
の
蓄
積
が
乏
し
い
た
め
、
現
状
の
韓
国
の
議
論
か
ら
、

直
ち
に
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
の
導
入
に
関
す
る
日
本
の
議
論
の
方
向
性
を
検
討
す
る
際
に
参
考
と
な
る
こ
と
が
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
た

だ
、
沿
革
的
に
、
日
本
法
の
影
響
を
受
け
た
韓
国
法
が
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
方
向
で
動
く
の
か
は
、
比
較
法
の
観
点
か
ら
日
本
法

の
解
釈
に
示
唆
を
も
た
ら
し
う
る
。
ま
た
、
日
本
の
コ
ン
テ
ン
ツ
ビ
ジ
ネ
ス
の
競
争
相
手
と
い
わ
れ
て
い
る
韓
国
が
、
著
作
権
法
分
野

で
日
本
と
異
な
る
運
用
を
行
う
の
は
、
経
済
的
に
も
望
ま
し
く
な
い
た
め
、
韓
国
法
の
動
向
に
注
目
す
る
の
は
日
本
に
と
っ
て
有
益
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
か
ら
も
引
き
続
き
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
に
関
す
る
韓
国
法
の
動
向
を
注
目
し
、
そ
の
分
析
を
改
善
し
て
い

く
予
定
で
あ
る
。

（
71
）
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中
山
信
弘
『
著
作
権
法
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
）
三
九
五
頁
、
上
野
達
弘
「
引
用
規
定
の
柔
軟
解
釈
と
日
本
版
フ
ェ
ア
ユ
ー

ス
規
定
」
二
〇
一
六
年
七
月
二
三
日
早
稲
田
大
学
知
的
財
産
法
制
研
究
所
日
韓
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
六
七
頁
等
。

先
行
研
究
と
し
て
、
張
睿
暎
「
権
利
制
限
の
一
般
規
定
の
導
入
と
運
用
」
中
山
信
弘
・
金
子
敏
哉
編
『
し
な
や
か
な
著
作
権
制
度
に
む
け
て

─
コ
ン
テ
ン
ツ
と
著
作
権
法
の
役
割
─
』（
信
山
社
、
二
〇
一
七
年
）
二
五
五
頁
以
下
が
あ
る
。

横
山
久
芳
「
著
作
権
の
制
限
と
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
に
つ
い
て
」
パ
テ
ン
ト
六
二
巻
六
号
（
二
〇
〇
九
年
）
四
八
頁
。

朴
成
浩
『
著
作
権
法
〔
第
二
版
〕』（
博
英
社
、
二
〇
一
七
年
）
六
三
五
頁
。

吳
承
鍾
『
著
作
権
法
〔
第
三
版
〕』（
博
英
社
、
二
〇
一
三
年
）
二
二
頁
。

詳
し
い
議
論
の
紹
介
は
、
張
睿
暎
・
前
掲
注
（
2
）
二
五
八
頁
以
下
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

崔
好
鎭
「
改
正
著
作
権
法
第
三
五
条
の
三
（
著
作
物
の
公
正
な
利
用
）
に
基
づ
い
て
公
正
利
用
を
判
断
す
る
際
に
発
生
し
う
る
問
題
点
に
対

す
る
考
察
と
解
釈
論
の
提
示
」
季
刊
著
作
権
九
九
巻
（
二
〇
一
二
年
）
八
八
頁
。

著
作
権
委
員
会
『
韓
米
Ｆ
Ｔ
Ａ
履
行
の
た
め
の
著
作
権
法
改
正
法
案
研
究
』（
著
作
権
委
員
会
、
二
〇
〇
八
年
）
二
七
八
頁
。

例
え
ば
、
上
野
達
弘
「
著
作
権
法
に
お
け
る
権
利
制
限
規
定
の
再
検
討
─
日
本
版
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
の
可
能
性
─
」
コ
ピ
ラ
イ
ト
五
六
〇
号

（
二
〇
〇
七
年
）
二
三
頁
が
あ
る
。

中
山
・
前
掲
注
（
1
）
三
九
六
頁
、
横
山
・
前
掲
注
（
3
）
四
九
頁
。

中
山
・
前
掲
注
（
1
）
三
八
二
頁
は
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
本
条
の
導
入
は
必
要
で
は
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

た
だ
、
近
年
、
韓
国
で
は
、
第
四
次
産
業
革
命
に
関
連
す
る
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
、
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
の
円
滑
な
情
報
処
理
の
た
め
に
、
日
本
の

著
作
権
法
四
七
条
の
七
の
よ
う
な
規
定
の
導
入
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
申
賢
哲
等
「
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
分
析
及
び
デ
ー
タ
マ
イ
ニ
ン

グ
の
た
め
の
著
作
権
制
限
」
季
刊
著
作
権
一
一
七
巻
（
二
〇
一
七
年
）
二
九
頁
以
下
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

陸
素
英
「
著
作
物
の
公
正
利
用
に
関
す
る
法
理
と
経
済
学
的
分
析
」
経
済
法
研
究
五
巻
一
号
（
二
〇
〇
六
年
）
六
一
頁
、
崔
昇
宰
「
米
国
に

お
け
る
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
の
公
正
利
用
の
適
用
と
限
界
」
季
刊
著
作
権
八
四
巻
（
二
〇
〇
八
年
）
五
九
頁
、
金
景
淑
「
Ｕ
Ｃ
Ｃ
と
公
正
利
用

法
理
に
関
す
る
米
国
判
例
法
理
の
展
開
」
季
刊
著
作
権
八
四
巻
（
二
〇
〇
八
年
）
一
二
四
頁
な
ど
が
あ
る
。

政
府
に
よ
る
改
正
案
（
議
案
番
号
一
八
〇
五
一
三
）、
千
永
世
議
員
に
よ
る
改
正
案
（
議
案
番
号
一
七
三
五
二
二
）、
崔
文
洵
議
員
に
よ
る
改

正
案
（
議
案
番
号
一
八
〇
四
三
八
九
）
な
ど
が
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）
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詳
し
く
は
、
著
作
権
及
び
著
作
隣
接
権
の
保
護
期
間
の
延
長
（
各
三
九
条
一
項
、
八
六
条
二
項
）、
一
時
的
保
存
の
複
製
権
認
定
（
二
条
二

二
号
）、
ア
ク
セ
ス
制
限
の
技
術
的
保
護
措
置
導
入
（
一
〇
四
条
の
二
）、
非
親
告
罪
の
範
囲
拡
大
（
一
四
〇
条
但
書
一
号
）、
法
定
損
害
賠
償
制

度
の
導
入
（
一
二
五
条
の
二
）
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

李
圭
鎬
「
公
正
利
用
法
理
導
入
の
必
要
性
と
課
題
に
対
す
る
研
究
」
情
報
法
学
一
三
巻
三
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
〇
三
頁
、
曺
炯
根
『
著
作

物
事
由
利
用
活
性
化
の
た
め
の
課
題
』（
国
会
立
法
調
査
処
、
二
〇
一
二
年
）
一
六
頁
は
、
代
表
的
な
例
と
し
て
、
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
二
〇
一
〇

年
一
〇
月
一
三
日
宣
告
二
〇
一
〇
ナ
三
五
二
六
〇
判
決
『
ソ
ン
ダ
ン
ビ
歌
事
件
』
を
挙
げ
て
い
る
。
本
件
は
、
子
供
が
韓
国
の
有
名
な
歌
手
の
ダ

ン
ス
と
歌
を
真
似
た
動
画
等
を
ブ
ロ
グ
に
ア
ッ
プ
し
た
行
為
が
問
題
に
な
っ
た
事
案
で
あ
る
が
、
裁
判
所
は
、
引
用
さ
れ
た
音
楽
の
量
や
質
、
掲

載
の
目
的
、
そ
の
長
さ
、
市
場
需
要
の
代
替
性
、
出
所
表
示
な
ど
を
考
慮
し
た
う
え
、
著
作
権
法
二
八
条
の
「
引
用
」
に
該
当
す
る
と
判
断
し
た
。

チ
ェ
ミ
ン
ス
「
著
作
権
法
一
部
改
正
法
律
案
（
政
府
提
出
）
検
討
報
告
書
」（
二
〇
〇
九
年
四
月
）
一
四
頁
、
著
作
権
委
員
会
・
前
掲
注

（
8
）
二
八
三
頁
。

許
元
齊
議
員
等
一
〇
名
の
発
議
に
よ
り
、
国
会
立
法
府
所
属
の
文
化
体
育
放
送
通
信
委
員
会
や
第
三
〇
三
回
第
一
三
次
国
会
本
会
議
の
審
議

を
経
て
公
布
さ
れ
た
。

金
経
日
「
著
作
権
法
第
三
五
条
の
三
の
公
正
利
用
に
関
す
る
研
究
」Law

 &
 T

echnology

九
巻
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
三
六
頁
、
ソ
ン
ス

ン
ウ
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
と
著
作
権
公
正
利
用
法
理
の
諸
問
題
」
韓
国
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
企
業
協
会
『
著
作
権
政
策
研
究
報
告
書
』

（
韓
国
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
企
業
協
会
、
二
〇
一
五
年
）
三
頁
。

著
作
権
委
員
会
・
前
掲
注
（
8
）
二
七
五
頁
。

李
海
完
『
著
作
権
法
〔
第
二
版
〕』（
博
英
社
、
二
〇
一
二
年
）
五
一
七
頁
。

著
作
権
法
一
部
改
正
法
律
案
（
李
君
賢
議
員
代
表
発
議
）
検
討
報
告
書
二
二
頁
─
二
四
頁
、
チ
ャ
ン
ソ
ク
イ
ン
「
デ
ジ
タ
ル
時
代
著
作
権
保

護
及
び
利
用
活
性
化
の
た
め
の
著
作
権
法
改
正
」
著
作
権
文
化
二
六
〇
号
（
二
〇
一
六
年
）
三
三
頁
。

吳
承
鍾
・
前
掲
注
（
5
）
六
二
一
頁
、
朴
俊
錫
「
著
作
権
法
第
二
八
条
引
用
条
項
解
釈
論
の
変
化
及
び
そ
れ
に
対
す
る
批
評
」
ソ
ウ
ル
大
学

法
学
五
七
巻
三
号
（
二
〇
一
六
年
）
二
〇
五
頁
。

朴
成
浩
・
前
掲
注
（
4
）
六
三
三
頁
は
、
ス
リ
ー
ス
テ
ッ
プ
テ
ス
ト
の
①
「
特
別
な
場
合
に
限
定
し
て
」
の
「
特
別
な
場
合
」
は
、「
公
共

政
策
的
に
明
確
な
理
由
又
は
そ
の
例
外
的
な
状
況
」
を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
、
現
行
法
は
特
別
な
場
合
に
限
定
し
な
い
包
括
的
な
規
定
に
な
っ

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）

（
21
）

（
22
）

（
23
）

（
24
）
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て
い
る
た
め
、
ツ
ー
ス
テ
ッ
プ
テ
ス
ト
を
採
用
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

李
海
完
・
前
掲
注
（
21
）
五
二
〇
頁
。

Ｗ
Ｔ
Ｏ
パ
ネ
ル
は
、
米
国
の
著
作
権
法
一
〇
七
条
が
ベ
ル
ヌ
条
約
の
ス
リ
ー
ス
テ
ッ
プ
テ
ス
ト
の
中
、
第
一
ス
テ
ッ
プ
の
基
準
に
抵
触
す
る

可
能
性
を
否
定
し
て
い
る
（Christophe Geiger, D

aniel Gervais &
 M

artin Senftleben, 

“The T
hree-Step T

est Revisited: H
ow

 to 
U

se the T
estʼs Flexibility in N

ational Copyright Law

”, Program
 on Inform

ation Justice and Intellectual Property (PIJIP) 
Research Paper no. 2013-04 (2013), pp. 32

）、
文
化
審
議
会
著
作
権
分
科
会
法
制
問
題
小
委
員
会
の
権
利
制
限
の
一
般
規
定
ワ
ー
キ
ン
グ

チ
ー
ム
報
告
書
（
権
利
制
限
一
般
規
定
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
報
告
書
、
平
成
二
二
年
）
四
六
頁
も
同
様
の
趣
旨
を
述
べ
て
い
る
。

著
作
権
委
員
会
・
前
掲
注
（
8
）
二
七
八
頁
。

朴
成
浩
・
前
掲
注
（
4
）
六
三
三
頁
。

た
だ
し
、
李
海
完
・
前
掲
注
（
21
）
五
二
一
頁
は
、
著
作
者
人
格
権
も
社
会
通
念
上
合
理
的
な
範
囲
内
で
適
切
な
制
限
が
必
要
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。

米
国
の
著
作
権
法
一
〇
七
条
の
事
例
研
究
と
し
て
、
李
圭
鎬
他
『
公
正
利
用
判
断
基
準
導
出
の
た
め
の
事
例
研
究
』（
著
作
権
委
員
会
、
二

〇
〇
九
年
）
四
六
頁
以
下
が
あ
る
。

チ
ェ
ミ
ン
ス
・
前
掲
注
（
17
）
一
五
頁
。

李
海
完
責
任
執
筆
『
著
作
物
の
公
正
利
用
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』（
著
作
権
相
性
協
議
体
、
二
〇
一
〇
年
）
一
五
三
頁
─
一
八
七
頁
。

そ
こ
で
は
、
一
般
人
が
有
名
歌
手
の
振
り
付
け
を
真
似
し
て
動
画
サ
イ
ト
で
共
有
す
る
場
合
、
カ
ラ
オ
ケ
で
歌
っ
て
い
る
様
子
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
ア
ッ
プ
す
る
場
合
、
遊
ん
で
い
る
子
供
の
映
像
に
Ｂ
Ｇ
Ｍ
を
入
れ
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ッ
プ
す
る
場
合
な
ど
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

李
海
完
・
前
掲
注
（
21
）
五
一
九
頁
、
崔
昇
宰
「
著
作
権
法
第
二
八
条
の
解
釈
方
法
と
著
作
権
法
第
三
五
条
の
三
と
の
関
係
」
大
韓
弁
協
新

聞
（
二
〇
一
三
年
四
月
一
五
日
）
一
三
頁
。

崔
好
鎭
・
前
掲
注
（
7
）
九
〇
頁
以
下
、
著
作
権
委
員
会
・
前
掲
注
（
8
）
一
一
頁
。

鄭
鎮
根
「
著
作
権
の
公
正
使
用
原
則
の
導
入
に
よ
る
問
題
と
改
善
法
案
」
季
刊
著
作
権
法
一
〇
二
巻
（
二
〇
一
三
年
）
六
一
頁
。

朴
俊
錫
・
前
掲
注
（
23
）
二
〇
八
頁
は
、
現
に
、
下
級
審
も
、
重
畳
適
用
を
行
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

韓
国
の
不
正
競
争
防
止
法
の
一
般
条
項
と
し
て
、
同
法
二
条
一
号
（
一
〇
）
は
、「
そ
の
他
に
他
人
の
多
額
な
投
資
や
努
力
で
作
ら
れ
た
成

（
25
）

（
26
）

（
27
）

（
28
）

（
29
）

（
30
）

（
31
）

（
32
）

（
33
）

（
34
）

（
35
）

（
36
）

（
37
）
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果
等
を
公
正
な
商
取
引
慣
行
や
競
争
秩
序
に
反
す
る
方
法
で
、
自
身
の
営
業
の
た
め
に
無
断
で
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
人
の
経
済
的
利
益
を

侵
害
す
る
行
為
」
を
不
正
競
争
行
為
と
規
定
し
て
い
る
。

詳
し
く
は
、
拙
論
「
韓
国
不
正
競
争
防
止
法
の
一
般
条
項
に
よ
る
知
的
成
果
物
の
保
護
」
阪
大
法
学
六
六
巻
六
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
四
九

頁
以
下
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

李
海
完
・
前
掲
注
（
21
）
五
一
九
頁
は
、
韓
国
の
著
作
権
法
二
八
条
の
引
用
規
定
に
関
連
す
る
判
例
法
理
が
関
連
事
案
の
解
決
に
役
に
立
つ

面
も
多
い
こ
と
か
ら
、
米
国
の
著
作
権
法
の
よ
う
に
、
引
用
規
定
を
な
く
す
方
法
は
望
ま
し
く
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

朴
成
浩
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
下
で
著
作
権
の
制
限
に
関
す
る
研
究
」
情
報
法
学
一
九
巻
三
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
四
一
頁
。

大
法
院
一
九
九
〇
年
一
〇
月
二
三
日
宣
告
九
〇
ダ
カ
八
八
四
五
判
決
。

朴
成
浩
・
前
掲
注
（
40
）
一
三
八
頁
。

吳
承
鍾
・
前
掲
注
（
5
）
六
二
三
頁
、
李
海
完
・
前
掲
注
（
21
）
四
一
七
頁
、
丁
相
朝
編
『
著
作
権
法　

注
解
』（
博
英
社
、
二
〇
〇
七

年
）
五
一
五
頁
［
金
基
潁
］。

丁
相
朝
編
・
前
掲
注
（
43
）
五
〇
八
頁
［
金
基
潁
］、
朴
成
浩
・
前
掲
注
（
4
）
五
五
四
頁
。

大
法
院
一
九
九
八
年
七
月
一
〇
日
宣
告
九
七
ダ
三
四
八
三
九
判
決
等
。

茶
園
成
樹
編
『
著
作
権
法
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
一
七
一
頁
［
茶
園
成
樹
］。

大
法
院
一
九
九
七
年
一
一
月
二
五
日
宣
告
九
七
ナ
二
二
二
七
判
決
。

東
京
高
判
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
一
七
日
無
体
集
一
七
巻
三
号
四
六
二
頁
。

朴
俊
錫
・
前
掲
注
（
23
）
一
八
一
頁
、
朴
成
浩
・
前
掲
注
（
40
）
一
四
三
頁
。

髙
部
眞
規
子
「
引
用
（
二
）
─
美
術
全
集
へ
の
掲
載
」
著
作
権
判
例
百
選
第
五
版
（
二
〇
一
六
年
）
一
四
七
頁
。

山
中
伸
一
「
引
用
（
三
）
─
藤
田
嗣
治
絵
画
複
製
事
件
」
著
作
権
判
例
百
選
第
二
版
（
一
九
九
四
年
）
一
五
七
頁
。
権
利
者
に
与
え
る
経
済

的
影
響
を
考
慮
す
る
見
解
と
し
て
、
茶
園
成
樹
「
判
評
」（
判
時
一
六
九
四
号
）
四
〇
頁
が
あ
る
。

朴
俊
錫
・
前
掲
注
（
23
）
一
八
三
頁
、
朴
成
浩
・
前
掲
注
（
40
）
一
四
六
頁
。

朴
俊
錫
・
前
掲
注
（
23
）
二
一
二
頁
。

大
法
院
一
九
九
八
年
七
月
一
〇
日
宣
告
九
七
ダ
三
四
八
三
九
判
決
。

（
38
）

（
39
）

（
40
）

（
41
）

（
42
）

（
43
）

（
44
）

（
45
）

（
46
）

（
47
）

（
48
）

（
49
）

（
50
）

（
51
）

（
52
）

（
53
）

（
54
）
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韓国の著作権法における引用規定の大法院判決の流れからみたフェアユース規定の適用範囲

大
法
院
二
〇
〇
六
年
二
月
九
日
宣
告
二
〇
〇
五
ド
七
七
九
三
判
決
。

李
圭
鎬
・
前
掲
注
（
16
）
一
二
五
頁
。

知
財
高
判
平
成
二
二
年
一
〇
月
一
三
日
判
時
二
〇
九
二
号
一
三
五
頁
。

そ
の
他
、
東
京
地
判
平
成
一
三
年
六
月
一
三
日
判
タ
一
〇
七
七
号
二
七
六
頁
『
絶
対
音
感
事
件
一
審
判
決
』
も
主
従
関
係
に
つ
い
て
触
れ
て

い
な
い
。

茶
園
成
樹
「
判
批
」
Ｌ
＆
Ｔ
五
一
号
（
二
〇
一
一
年
）
九
二
頁
、
横
山
・
前
掲
注
（
3
）
五
二
頁
。
一
方
、
主
従
関
係
が
あ
っ
た
と
解
す
る

見
解
と
し
て
、
前
田
哲
男
「『
引
用
』
の
抗
弁
に
つ
い
て
」
コ
ピ
ラ
イ
ト
六
八
〇
号
（
二
〇
一
七
年
）
四
頁
が
あ
る
。

な
お
、
本
件
判
決
事
案
の
よ
う
な
サ
ム
ネ
イ
ル
イ
の
公
衆
送
信
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
日
本
で
は
、
権
利
制
限
の
対
象

と
な
っ
て
い
る
（
四
七
条
の
六
）。

田
村
善
之
「
著
作
権
法
三
二
条
一
項
の
『
引
用
』
法
理
の
現
代
的
意
義
」
コ
ピ
ラ
イ
ト
五
五
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
頁
、
上
野
達
弘
「
引

用
を
め
ぐ
る
要
件
論
の
再
構
成
」
森
泉
章
編
『
著
作
権
法
と
民
法
の
現
代
的
課
題
─
半
田
正
夫
先
生
古
稀
記
念
論
集
─
』（
法
学
書
院
、
二
〇
〇

三
年
）
三
〇
七
頁
。

朴
成
浩
・
前
掲
注
（
40
）
一
三
七
頁
、
朴
俊
錫
・
前
掲
注
（
23
）
一
九
〇
頁
。

李
海
完
・
前
掲
注
（
21
）
五
一
八
頁
、
朴
成
浩
・
前
掲
注
（
40
）
一
四
九
頁
、
李
圭
鎬
『
著
作
権
法
〔
第
四
版
〕』（
ジ
ン
ウ
ォ
ン
サ
、
二
〇

一
四
年
）
二
六
三
頁
等
。

大
法
院
二
〇
一
三
年
二
月
一
五
日
宣
告
二
〇
一
一
ド
五
八
三
五
判
決
。

朴
成
浩
・
前
掲
注
（
4
）
六
三
八
頁
。

大
法
院
二
〇
一
四
年
八
月
二
六
日
宣
告
二
〇
一
二
ド
一
〇
七
八
六
判
決
『
図
案
転
用
事
件
』。

ソ
ウ
ル
中
央
地
方
法
院
二
〇
一
五
年
二
月
一
二
日
宣
告
二
〇
一
二
ガ
合
五
四
一
一
七
五
判
決
『
講
義
動
画
事
件
Ⅰ
』（
控
訴
審
二
〇
一
五
ナ

二
〇
一
五
二
八
一
判
決
で
調
停
成
立
）、
ソ
ウ
ル
中
央
地
方
法
院
二
〇
一
五
年
八
月
二
一
日
宣
告
二
〇
一
四
ガ
合
五
九
四
〇
二
九
判
決
『
講
義
動

画
事
件
Ⅱ
』
な
ど
が
あ
る
。

朴
成
浩
・
前
掲
注
（
4
）
五
六
三
頁
、
李
海
完
・
前
掲
注
（
21
）
五
一
八
頁
、
李
圭
鎬
・
前
掲
注
（
63
）
二
六
九
頁
、
吳
承
鍾
・
前
掲
注

（
5
）
七
四
四
頁
。

（
55
）

（
56
）

（
57
）

（
58
）

（
59
）

（
60
）

（
61
）

（
62
）

（
63
）

（
64
）

（
65
）

（
66
）

（
67
）

（
68
）
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論　　　説

李
海
完
・
前
掲
注
（
21
）
五
一
九
頁
。

前
田
・
前
掲
注
（
59
）
五
頁
、
茶
園
成
樹
「『
引
用
』
の
要
件
に
つ
い
て
」
コ
ピ
ラ
イ
ト
五
六
五
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
三
頁
、
横
山
久
芳

「
著
作
権
の
制
限
（
一
）」
法
学
教
室
三
四
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
四
四
頁
。

中
山
信
弘
他
「
座
談
会　

著
作
権
法
は
何
を
め
ざ
す
の
か
─
中
山
信
弘
先
生
を
囲
ん
で
─
」
Ｌ
＆
Ｔ
五
一
号
（
二
〇
一
一
年
）
四
頁
［
横
山

発
言
］。

（
69
）

（
70
）

（
71
）
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